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会 議 録 

１ 会議名 

第８回浦川原区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

 〇 諮問事項 

   ⑴ 上越市過疎地域持続的発展計画（案）について 

 〇 報告事項 

   ⑴ 令和 7年度冬期道路交通確保除雪計画について 

 〇 協議事項 

   ⑴ 浦川原区地域協議会委員研修について 

 〇 その他 

   ⑴ 町内会に関するアンケートの結果報告について 

○ 次回の開催日について 

３ 開催日時 

令和７年１１月２６日（水）午後６時３０分から７時２７分まで 

４ 開催場所 

浦川原コミュニティプラザ ４階 市民活動室４・５ 

５ 傍聴人の数 

０人 

６ 非公開の理由 

― 

７ 出席した者（傍聴人を除く）氏名（敬称略） 

・委 員：市村(一)委員、市村(千)委員（副会長）、小野委員（副会長）、金子委員 

北澤(誠)委員、北澤(正)委員（会長）、五井野委員（オンライン出席） 

杉田委員、竹内委員、西山委員、松野委員  

・事務局：浦川原区総合事務所 坂井所長、山崎次長、保倉次長、長谷川建設グループ長、 

廣田産業グループ長、唐澤市民生活・福祉グループ長、 

西山教育・文化グループ長、村松地域振興班長、原田主任 

・地域政策課：五十嵐地域政策監 
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８ 発言の内容 

【山崎次長】 

・会議の開会を宣言 

 ・出席者は１１人で五井野委員がオンラインで出席。欠席委員は水澤委員 

 ・上越市地域自治区の設置に関する条例第８条第２項の規定により、委員の半数以上が出席

しているので、会議が成立する旨を報告 

【北澤会長】 

 上越市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則第５条第２項により、会議録の内容につ

いて、地域協議会が指定した委員の確認をいただく事になっている。 

 本日の会議録の確認について、金子委員にお願いする。 

 それでは、「２ 諮問」に入る。上越市過疎地域持続的発展計画（案）について、担当課であ

る地域政策課より説明をお願いする。 

【五十嵐地域政策監】 

 資料Ｎｏ.1、Ｎｏ．１－１、Ｎｏ．１－２に沿って説明 

【北澤会長】 

 今ほどの説明に対し、質問や意見等はあるか。 

 （質問、意見なし） 

 本件については、前回１０月３０日(木)の地域協議会において、事前に説明を受け、本日答

申することで皆さんから了解をいただいている。答申や附帯意見について、皆さんから意見は

あるか。 

 （意見なし） 

 それでは、諮問第７９号上越市過疎地域持続的発展計画（案）について、地域住民の生活に

支障ないものと認めるとし、附帯意見なしで本日付けで答申してよいか。 

 （会場から「はい」の声） 

 なお、答申文書の提出にあたっての内容確認は、正副会長に一任いただきたいと思うがよろ

しいか。 

 （会場から「はい」の声） 

 それでは、五十嵐地域政策監は退出していただく。 

 次に、「３ 報告」に入る。⑴令和７年度冬期道路交通確保除雪計画について、事務局より説

明をお願いする。 

 



3/7 

【長谷川建設グループ長】 

 資料Ｎｏ.２、Ｎｏ．２－１に沿って説明 

【北澤会長】 

 今ほどの説明に対し、質問や意見等はあるか。 

【西山委員】 

 除雪の費用負担についてだが、国道については国が負担し、県道については県、市道につい

ては市が負担するという考えでよいか。 

【長谷川グループ長】 

 その考えでよい。ただし、２５３号など３桁の国道に関しては新潟県が管理をしている。国

道８号や国道１８号は国土交通省が管理をしている。 

【西山委員】 

 小麦平集落は除雪されているか。 

【長谷川グループ長】 

 小麦平集落へ向かう道路は県道であるため、県が除雪をしている。 

【西山委員】 

 資料を見たところ、大栃山集落も除雪をすることになっている。人が住んでいないはずだが、

除雪を行う理由を教えていただきたい。 

【保倉次長】 

 大栃山集落に人は住んでいないが、田畑の管理のために集落に通っている人がいる。冬場で

あっても、建物の管理のために来られている人がいる。そういった人のために除雪を行ってい

る。 

【北澤誠委員】 

 資料Ｎｏ.２の令和７年度冬期道路交通確保除雪計画書１８ページに書かれている、雪関係

の支援制度について、浦川原区の該当はあるか。 

【長谷川グループ長】 

 浦川原区で該当はない。大浦安でも該当しているところはわずかであり、緊急除雪作業報償

制度については、大浦安では１件もない。 

【市村(一)委員】 

 市営住宅メゾン山崎の空き地に車が駐車されていることがあり、除雪業者から、「空き地に車

が駐車されている場合は除雪をしない。」と言われたことがあるという話を聞いた。これについ

て、行政からそのような指導を除雪業者に行っているのか、それとも除雪業者の独自の判断な
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のか教えてほしい。なお、町内会として、「空き地に車を駐車してはいけない。」という指導は

必要だと思っている。 

【保倉次長】 

 車が駐車してあり、除雪が物理的に不可能な場所は除雪をしない。また、除雪車両が通過で

きそうな場所であっても、車が駐車されていることによって、押し出した雪で車を壊してしま

う可能性がある場合は、除雪業者の判断で除雪を行わないことがある。 

【杉田委員】 

 車道除雪延長について、去年と比べ数字が変わっている。除雪をしなくなった道路があると

いうことか。また、資料Ｎｏ．２の令和７年度冬期道路交通確保除雪計画書に書かれている車

道除雪延長の数字と、資料Ｎｏ．２－１の令和７年度除雪路線に書かれている、車道除雪路線

表の数字が合わないが、何か理由はあるのか。 

【保倉次長】 

 車道除雪延長は、再度距離を確認したところ、路線ごとに誤差があった。それらを集計した

ことにより数字が変わったもので、実際の除雪対象路線について、変更はない。車道除雪延長

の数字と、車道除雪路線表の数字が合わないことについては、再度確認させていただく。 

【北澤会長】 

 毎年除雪計画が発表されるが、その内容を住民にしっかり周知する必要がある。除雪は夜間

に行われることが多いため、何かあった時は町内会長に連絡がいくことが多い。町内会長の負

担が大きくなることから、除雪に関する問い合わせ先や、除雪事業者からの要望などを事前に

住民へ周知していただきたい。 

【長谷川建設グループ長】 

 「広報上越」に除雪に関するお問い合わせの記事を、降雪シーズン前に掲載している。また、

浦川原区であれば「だんらん」に除雪に関する問い合わせ先を掲載している。周知方法につい

て、今後も工夫していきながら行っていきたいと思っているのでよろしくお願いしたい。 

【北澤会長】 

 ほかに意見はあるか。 

 （意見なし） 

 次に「４ 協議」に入る。⑴浦川原区地域協議会委員研修について、事務局より説明をお願

いする。 

【山崎次長】 

 資料Ｎｏ．３に沿って説明 
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【北澤会長】 

 今ほどの説明について、意見や質問等はあるか。 

 （意見なし） 

 それでは、今回お示しした内容で進めさせていただくのでよろしくお願いする。 

 次に、「５ その他」に入る。⑴町内会に関するアンケートの結果報告について、事務局より

説明をお願いする。 

【山崎次長】 

 資料Ｎｏ．４に沿って説明 

【北澤会長】 

 今ほどの説明について、意見や質問等はあるか。 

【市村(一)委員】 

 今回のようなアンケート調査を今後も実施する予定はあるか。 

【山崎次長】 

 今回のアンケート調査は、地域協議会の皆さんが主体となり、実施しているものである。今

後のアンケート調査の実施についても、皆さんで協議をして決めていただきたい。まずは、町

内会長連絡協議会情報交換会で、アンケートに協力いただいたことへのお礼と、アンケート結

果の上越市ホームページ及び地域協議会だよりへの掲載許可について、北澤会長からお願いし

ていただく予定となっているので、了承いただきたい。 

【北澤会長】 

 まず、この町内会に関するアンケート調査に至った経緯は、第６期地域協議会が始まり、地

域のことを勉強したいという試みの中で実施したものである。今回のアンケート結果は、今後

の自主的審議事項に向けての大事な資料として扱うが、このような形でアンケート調査を実施

したので、今回は、お礼も兼ねてアンケート結果を配布する考えである。今後、自主的審議事

項に向けての内容が固まり、具体的な話を聞きたいという方向性が出た時には、再度アンケー

ト調査を行うことは良いと考える。 

【市村(一)委員】 

 １１月２８日(金)に町内会長連絡協議会情報交換会があるので、そこでアンケート結果を見

てもらい、ほかの町内会長の意見を聞きたいと考えていた。その中で、今後のアンケート調査

の話もあると思い、話をした。 

【北澤会長】 

 町内会長連絡協議会で、もう少し具体的なアンケート調査を自発的に行いたいということで
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あれば、それは素晴らしいことだと思う。今までアンケート調査は実施されていなかったと認

識しているので、今回は地域協議会でアンケート調査を実施し、資料として町内会長にも使っ

てもらいたいという思いで配布する。今後、町内会長連絡協議会で、より具体的なアンケート

調査を実施することがあれば、地域協議会にも結果を提供していただきたい。 

 ほかに意見や質問はあるか。 

 （意見、質問なし） 

 次に次第にはないが、「委員報告」についてである。事務局で事前に受付しているものはない

が、そのほかに委員の皆さんから報告事項はあるか。 

【松野委員】 

 １１月９日(日)に開催した、「昭和ふぇす」について報告させていただく。協賛いただいた皆

さんや、当日お手伝いいただいた皆さんに感謝申し上げる。来場者は１６２人で、浦川原区外

からも来場いただいた。また、来場された皆さんからは大変ありがたい言葉もいただいている。

今後も「こちらは広報うらがわらです」では、持続可能な地域づくりに向けて活動していきた

いと考えているのでよろしくお願いしたい。 

【北澤会長】 

 １月２７日(火)の浦川原区地域協議会委員研修の際にも、「こちらは広報うらがわらです」か

ら活動紹介をしていただく。今後の活動も期待している。 

 事務局から何かあるか。 

【山崎次長】 

・「令和８年上越市新年祝賀会」の案内 

【北澤会長】 

 次に「６ 次回の開催日について」である。第９回浦川原区地域協議会の日程については、

１２月１７日(水)と決定している。また、１月の第１０回浦川原区地域協議会については、１

月２７日(火)に地域協議会委員研修があることから、特段の報告事項がない限り、開催しない

ことも選択肢であると考えている。ついては、１月の開催有無については、１２月の地域協議

会で決定することでよろしいか。 

 （会場から「はい」の声） 

 以上で、令和７年度第８回浦川原区地域協議会を閉会する。 
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９ 問い合わせ先 

浦川原区総合事務所 総務・地域振興グループ 

   TEL：025-599-2301（内線 305） 

   E-mail：uragawara-ku@city.joetsu.lg.jp 

 

１０ その他 

   別途の会議資料もあわせてご覧ください。  
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